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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 主 に コ ン テ ン ツ 記 録 再 生 専 用 と す る 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 第 １ の 端 子 と 、
　 一 般 デ ー タ 通 信 に 用 い る 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 第 ２ の 端 子 と 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 端 子 そ れ ぞ れ に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 を 認 識 す る 装 置 認 識 手 段 と 、
　 コ ン テ ン ツ 記 録 時 に 当 該 コ ン テ ン ツ の 伝 送 モ ー ド 、 伝 送 レ ー ト 、 前 記 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク
の 回 線 品 質 の 少 な く と も い ず れ か を 自 動 的 に 認 識 す る 状 態 認 識 手 段 と 、
　 前 記 状 態 認 識 手 段 の 認 識 結 果 に 基 づ い て 前 記 コ ン テ ン ツ の 記 録 先 を 前 記 第 １ の 端 子 と 第
２ の 端 子 の い ず れ か 一 方 に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 に 自 動 的 に 決 定 す る 記 録 先 選 択 手 段 と
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 状 態 認 識 手 段 が 、 前 記 コ ン テ ン ツ の 伝 送 モ ー ド が 高 品 位 情 報 で あ る 、 あ る い は 伝 送
レ ー ト が 規 定 ビ ッ ト レ ー ト に 達 す る と 認 識 す る と き 、
　 前 記 記 録 先 選 択 手 段 は 、 前 記 コ ン テ ン ツ の 記 録 先 を 前 記 第 １ の 端 子 に 接 続 さ れ る 専 用 ネ
ッ ト ワ ー ク 上 の 記 録 再 生 装 置 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 状 態 認 識 手 段 が 、 前 記 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク の 回 線 品 質 が 規 定 値 を 満 た し て い な い 状 態
と 認 識 す る と き 、
　 前 記 記 録 先 選 択 手 段 は 、 前 記 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 へ の コ ン テ ン
ツ 伝 送 を 前 記 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 へ の コ ン テ ン ツ 伝 送 に 切 り 替 え
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 状 態 認 識 手 段 が 、 前 記 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 の 記 録 容 量 の 残
量 が 規 定 値 に 満 た な い と 認 識 す る と き 、



　 前 記 記 録 先 選 択 手 段 は 、 前 記 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 へ の コ ン テ ン
ツ 伝 送 を 前 記 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 へ の コ ン テ ン ツ 伝 送 に 切 り 替 え
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 さ ら に 、 前 記 記 録 先 選 択 手 段 が 前 記 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 へ の コ
ン テ ン ツ 伝 送 を 実 行 し て い る 際 に 前 記 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 記 録 再 生 装 置 へ の ア ク セ ス 要
求 が あ っ た と き は そ の 要 求 を 拒 否 し 、 非 伝 送 中 の と き に ア ク セ ス 要 求 を 受 け 付 け る ア ク セ
ス 要 求 対 応 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 装 置 認 識 手 段 は 、 ユ ー ザ の 使 用 機 器 選 択 時 に 、 前 記 第 １ の 端 子 に 接 続 さ れ る 装 置 と
前 記 第 ２ の 端 子 に 接 続 さ れ る 装 置 と を 識 別 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報
処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 主 に コ ン テ ン ツ 記 録 再 生 専 用 と す る 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 第 １ の 端 子 と 、 一 般
デ ー タ 通 信 に 用 い る 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ る 第 ２ の 端 子 と を 備 え る 情 報 処 理 装 置 に
用 い ら れ 、
　 前 記 第 １ 、 第 ２ の 端 子 そ れ ぞ れ に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 を 認 識 す る 装 置 認 識 過 程 と 、
　 コ ン テ ン ツ 記 録 時 に 当 該 コ ン テ ン ツ の 伝 送 モ ー ド 、 伝 送 レ ー ト 、 前 記 汎 用 ネ ッ ト ワ ー ク
の 回 線 品 質 の 少 な く と も い ず れ か を 自 動 的 に 認 識 す る 状 態 認 識 過 程 と 、
　 前 記 状 態 認 識 過 程 の 認 識 結 果 に 基 づ い て 前 記 コ ン テ ン ツ の 記 録 先 を 前 記 第 １ の 端 子 と 第
２ の 端 子 の い ず れ か 一 方 に 接 続 さ れ る 記 録 再 生 装 置 に 自 動 的 に 決 定 す る 記 録 先 選 択 過 程 と
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 の 記 録 先 制 御 方 法 。
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